
 

 

中央区では車いす使用者の利便と視覚障がい者の安全な通行との双方を考慮し、車いす

やベビーカーの走行性の向上をはかるため歩車道境界部の縁石については段差のない歩

車道境界ブロック（図 1-2）を使用しています。 

 

              

           

図 1-1 標準的な歩車道境界ブロック        図 1-2 段差のない歩車道境界ブロック 

 

 

           

            

標準的な歩車道境界ブロックを使用し        段差のない歩車道境界ブロックを使   

た歩車道                                 用した歩車道          

 

 

 

 

 

 

歩歩車車道道境境界界のの段段差差解解消消 



・中央区での整備事例 

 （中日第 5号線 2020年度施工） 

        

 

 

 

 

                   

                                                        


